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１ 事業の概要 
 
 東京⽂化財研究所（東⽂研）では、宮殿や寺院から⺠家ほか⼀般建築へと建築遺産の保存対
象の拡⼤を⽬指すブータン王国内務⽂化省⽂化局（DoC）の⽅針を⽀援し、同国の⺠家建築の
保存活⽤に関する技術的協⼒及び⼈材育成活動（以下、協⼒事業）を継続的に⾏っている。 
 令和元年度、⽂化庁から⽂化遺産国際協⼒拠点交流事業を受託し、①伝統的⺠家の持続的な
保存に有効な価値評価⼿法の確⽴（指定調査⽀援）、②伝統的⺠家に適した保存修理技術の検
討（修理技術⽀援）及び③観光経済開発に適合した保存⼿法の提案（活⽤検討⽀援）を実施し
た。具体的には DoC 遺産保存課（DCHS）職員と共同で同国⻄部地域の伝統的集落において実
験的な調査を⾏い、⽂化遺産として保護すべき伝統的⺠家を選別する効果的な⼿法の検討を進
めた。また、これまでの現地調査で⾒出された顕著な⽂化的・歴史的価値を有すると考えられ
る３件の伝統的⺠家（ラモ・ペルゾム邸、タンディン・ザム邸、プブ・ラム邸）を対象に、現
地調査で把握した所有者等の意⾒や要望を踏まえつつ、それぞれの状況に応じた具体的な修理
⽅法や活⽤計画等の提案を⾏った。令和２年度も引き続き当事業を受託し、保護すべき伝統的
⺠家の選別⽅法を検討する①指定調査⽀援を中部地域及び東部地域に広げて実施するとともに、
現地調査で⾒出された保存候補⺠家等に対する②修理技術⽀援及び③活⽤検討⽀援を⾏うこと
を計画していた。しかし、コロナウイルス感染拡⼤に伴う世界的な渡航制限を受けて実施が不
可能となったため、10 ⽉に計画を変更し、⽂化遺産保護⾏政実務に資するための伝統的⺠家建
築の参考図書（以下、⺠家建築参考書）の作成と、⺠家建築の⽂化遺産としての価値や社会的
資産としての意義を⼀般に啓発するための社会教育教材の作成を⾏った。また 1⽉には、ユネス
コ・アジア⽂化センター⽂化遺産保護協⼒事務所（ACCU 奈良）との連携により、国別テーマ
研修「リビングヘリテージの管理活⽤」の⼀環として伝統的⺠家の保存活⽤をテーマとしたオ
ンライン研修を、DCHS 職員 11 名を対象に⾏った。 
 
 
1-1 ⺠家建築参考書 
 
 ⽂化遺産保護⾏政担当者等の専⾨家間に伝統的⺠家のみかた・調べ⽅の共通理解を醸成する
ための基礎資料を提供することを⽬的に、これまでの協⼒事業等による合同調査を通じて全体
像が把握されているブータン⻄部の伝統的⺠家について、典型的な特徴をもつ伝統的⺠家 41 件
を取り上げて解説するとともに、ブータンの伝統的集落や⺠家建築の特徴をまとめた図書を作
成した。 
 
 
1-2 社会教育教材 
 
 未だ⺠家建築が⽂化遺産として広く認知されていないブータン社会において、⺠家建築の⽂
化遺産としての価値や社会的資産としての意義を⼀般に啓発するための図書を作成した。なお、
本年度はプロット及び原稿の作成までとし、印刷製本と頒布はブータン国内で⾃⽴的に⾏うこ
とができることを前提に、令和３年度以降、DCHS との連携のもとで検討していくことにする。 
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1-3 オンライン研修 
 
 ACCU 奈良がブータン内務⽂化省⽂化局職員を対象に実施した国別テーマ研修「リビングヘ
リテージの管理活⽤」と連携し、リビングヘリテージとしての伝統的⺠家の保存と活⽤をテー
マとしたオンライン研修を⾏った。ACCU 奈良が 11⽉に⾏った寺院所有の⽂化遺産の管理運営
をテーマとしたオンライン研修とプラットフォームを共有し、同研修を修了した受講⽣を対象
に、同様の構成（eラーニングとリアルタイムセッション）のもとで実施した。 
 
 
1-4 事業の体制と経過  
 
1-4-1 体 制 
 
 ・統 括 
  ⾦井 健（東⽂研 ⽂化遺産国際協⼒センター保存計画研究室⻑） 
 
 ・分 担 
  友⽥正彦   （東⽂研⽂化遺産国際協⼒センター⻑） 
  ⻄ 和彦   （同国際情報研究室⻑） 
  淺⽥なつみ  （同アソシエイトフェロー） 
  ヴァル エリフ ベルナ （同アソシエイトフェロー） 
 
 ・協⼒専⾨家 
  江⾯嗣⼈   （岡⼭理科⼤学⼯学部教授） 
  津村泰範   （⻑岡造形⼤学建築・環境デザイン学科准教授） 
  海野 聡   （東京⼤学⼤学院⼯学系研究科准教授） 
  マルティネス アレハンドロ（京都⼯芸繊維⼤学デザイン・建築学系助教） 
  菅澤 茂   （元京都府教育庁⽂化財保護課技術職員） 
  ⾦出ミチル  （元⽂化財建造物保存技術協会技術職員） 
  向井純⼦   （元 DCHS 技術職員） 
  福嶋啓⼈   （奈良⽂化財研究所研究員） 
 
 ・事 務 
  安達佳弘   （東⽂研研究⽀援推進部管理課⻑） 
  廣原⼤樹   （同企画渉外係専⾨職員） 
  岡崎未来   （同⽂化遺産国際協⼒センター事務補佐員） 
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1-4-2 経 過 
 
 4⽉ 1 ⽇  事業の受託 
 
 6⽉ 16 ⽇ DoC と事業実施に係る覚書（MOU）の取交し（郵送） 
  署 名： ナクツォ ドルジ  DoC 局⻑代⾏  

⿑藤隆正   東京⽂化財研究所⻑ 
  
 8⽉ 13 ⽇ 事業実施に係る⽂化庁ヒアリング（オンライン） 
  
 9⽉ 3 ⽇ 協⼒者会議（オンライン）の開催 

議 題： （１）事業実施の現状と⾒通し（報告） 
（２）業務計画の変更について 
（３）その他 

  出席者：東⽂研担当、協⼒専⾨家、 
  ⽂化庁⽂化遺産国際協⼒室（オブザーバー） 

 
10⽉ 19 ⽇ 事業計画の変更（現地実施予定の活動の縮⼩、⺠家建築参考図書及び社会教育教

材の作成と研修の実施の追加） 
  
 10⽉ 27 ⽇ 社会教育教材作成に係る準備会議（オンライン）の開催 
  議 題： 社会教育教材の対象及び内容の確認 
  出席者： 東⽂研担当、協⼒専⾨家（向井、⾦出）、 

⻘⼭邦彦（絵本作家）、DCHS担当 
  
 11⽉ 20 ⽇ ACCU奈良研修：リアルタイムセッション（オンライン）への出席 
  議 題： 国別テーマ研修「リビングヘリテージの管理活⽤」総合討論 

出席者： 東⽂研担当（友⽥、⾦井）、 
  受講⽣ 22名（DCHS）、コーディネーター（向井）、 

ACCU奈良担当 
  
 1⽉ 11〜22⽇ ⺠家保存活⽤研修（オンライン）の開催 
  11〜22⽇: eラーニング期間 
  22⽇：  リアルタイムセッション 
    〜29 ⽇：受講⽣研修評価期間 
 
 2 ⽉ 19 ⽇ 事業計画の変更（現地実施予定の活動の中⽌） 
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２ ⺠家建築参考書と社会教育教材の作成 
 
 ⺠家建築参考書は、ブータンの⽂化遺産保護⾏政実務に資することを⽬的に、主に 2016 年か
ら 2018 年の３年間に協⼒事業で実施した⻄部４県（ティンプー、プナカ、パロ、ハー）での⺠
家建築調査の成果をもとに作成した。社会教育教材は、⽂化遺産としての⺠家建築の理解をブ
ータン社会⼀般に効率的に敷延していくことを⽬的に、プロットの⽴案と原稿の作成を⾏った。
⺠家建築参考書には、2018 年３⽉にティンプーで開催した伝統的⺠家建築の保存のためのワー
クショップの記録を併せて収録した。企画と執筆は東⽂研事業担当職員、外部協⼒専⾨家、
DCHS 担当職員で分担して⾏い、⺠家建築参考書の編集デザインと印刷製本、社会教育教材の
プロットと原画の制作、⽇本語原稿の英語翻訳は外注した。 
 
 
2-1 ⺠家建築参考書 
 
2-1-1  書誌事項 
 
 書 名：VERNACULAR HOUSES in Bhutan, Western Central Area, Thimphu, Punakha, 

Paro, Haa（ブータンの伝統的⺠家 ⻄部中央編 ティンプー、プナカ、パロ、ハー） 
 ⾔ 語： 英 語 
 編著者： 友⽥正彦、⾦井 健 
 著 者： ⻲井伸雄、江⾯嗣⼈、海野 聡、マルティネス アレハンドロ、前川 歩、 
      福嶋啓⼈、向井純⼦、菅澤 茂、ナクツォ ドルジ、イェシ サンドゥップ、 
      ペマ ワンチュク、ジャムヤン シンゲ ナムゲル、ダンドゥップ ツェワン 
 判 型： A4、238ページ 、フルカラー 
 翻 訳： エディテージ／カクタスコミュニケーションズ株式会社 
 編集デザイン： 株式会社オレンジ社 
 発⾏部数： 100部 
 
 
2-1-2 ⽬ 次 
 
 第１章 概 要 
  1-1 本書の背景 
  1-2 本書の⽬的 
  1-3 調査の体制と経過 
  1-4 調査対象⺠家建築リスト 
  
 第２章 集落と⺠家 
  2-1 伝統的集落の配置と構造 
  2-2 伝統的⺠家の空間構成 
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  2-3 伝統的⺠家建築の構造と変遷 
  2-4 伝統的⺠家建築の⾒⽅と調べ⽅ 
   
 第３章 ⺠家建築 
  3-1 特別な由来をもつ⺠家 
   3-1-1 ティンプー市ランジョパカ地区 アム ボコム邸 
   3-1-2 ティンプー市ワンシシナ地区  デチェン ワンモ邸 
   3-1-3 ハー県インゴ村   キンレイ デマ、シェルブ ゲルツェン邸 
   3-1-4 プナカ県チャンユル村  ガレム邸 
  3-2 上層階級の⺠家 
   3-2-1 ティンプー県ナムセリン村  プブ ビタ邸 
   3-2-2 プナカ県ガラカ村   サンゲイ ワンモ邸 
   3-2-3 ティンプー県カジ村   デチェン ワンモ邸 
   3-2-4 パロ県ワンタンカ村   ツェリン ワンモ邸 
   3-2-5 パロ県ヴォチュ村   ヴォチュ ナクツァン 
  3-3 古式を留める希少な⺠家 
   3-3-1 ティンプー市カベサ地区 ラモ ペルゾム邸 
   3-3-2 プナカ県チャンジョカ村 タンディン ザム邸 
   3-3-3 プナカ県チャンジョカ村 ペルドン邸 
   3-3-4 ハー県上タルン村  プブ ラム邸 
  3-4 過渡的な形式の⺠家 
   3-4-1 パロ県ツェフ村   ゲム ペム邸 
   3-4-2 ハー県タルン村   チェンチョ ペム邸 
  3-5 発展した形式の⺠家 
   3-5-1 ハー県タルン村   リンチェン邸 
   3-5-2 ハー県シャリ村   ペマ カンドゥ邸 
   3-5-3 プナカ県ジャジンカ村  ナムゲイ邸 
   3-5-4 ハー県アータム村  チェンチョ邸 
   3-5-5 プナカ県トサ村   ナムゲイ ワンモ邸 
   3-5-6 プナカ県プダナ村  ヨンツォ邸 
  3-6-1 珍しい形式の⺠家 
   3-6-1 プナカ県ノブガン村  ノンフォーマル エデュケーション センター 
   3-6-2 プナカ県ノブガン村  ソナム チョデン邸 
   3-6-3 プナカ県ノブガン村  ツェリン デマ、ペマ ラム邸 
   3-6-4 ハー県ハタイ村   サン⽑イ ラム邸 
   3-6-5 ハー県ドムチュチェカ村 ラデン邸 
  3-7 多様な改変過程を⽰す⺠家 
   3-7-1 プナカ県チャンジョカ村 ウゲン チョデン邸 
   3-7-2 プナカ県トサ村   ナムゲイ ビダ邸 
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   3-7-3 パロ県ヴォチュ村  アウム ベイタム、ボクム邸 
   3-7-4 ハー県アータム村  ダムチョ ザム、サンゲイ邸 
   3-7-5 ハー県シャリ村   ツェリン ザム邸 
   3-7-6 パロ県ヴォチュ村  ヨンツォ ザム邸 
   3-7-7 ハー県バランナ村  ノブ ツェリン、ゲルツェン邸 
   3-7-8 プナカ県チャンジョカ村 キンレイ（アプキメイ）邸 
   3-7-9 ハー県インゴ村   ダワ ツェリン邸 
   3-7-10 パロ県プシャ村  サンゲイ オム邸 
   3-7-11 ハー県ドムチュチェカ村 サンゲイ ワンモ邸 
  3-8 失われつつある⺠家 
   3-8-1 ティンプー県コマ村  ワンモ邸 
   3-8-2 プナカ県ジャジンカ村  ダワ ザム邸 
   3-8-3 ハー県上タルン村  ラム ツェリン邸 
   3-8-4 ハー県プダナ村   ペマ邸 
  
  第４章 ⽂化遺産としての保護 
   4-1 ブータンにおける建築遺産の保護の現状と展望 
   4-2 ⽂化遺産として保護すべき伝統的⺠家の候補３件 
   4-3 ラモ ペルゾム邸の保存のための応急措置 
   4-4 ラモ ペルゾム邸の保存の展望 
  
  第 5章 ワークショップの記録 
   5-1 次 第 
   5-2 講 演： 2009年地震以降の協⼒事業の背景  ナクツォ ドルジ  
   5-3 講 演： ⽇本における⺠家建築調査とその保存 ⻲井伸雄  
   5-4 議 論 
 
 
 2-1-3 経 過 
 
 9⽉  企画の承認（9⽉ 3 ⽇ 協⼒者会議）、内容の調整、執筆分担の確認 
 
 10⽉  原稿執筆依頼 〜12 ⽉ 4 ⽇(締切) 
  図版（建築図⾯、集落地図等）の制作 〜１⽉ 
 
 11⽉  外注作業の選別と発注先の選定（⽇英翻訳、編集デザイン、印刷製本）  
 
 12 ⽉  ⽇英翻訳及び編集 〜２⽉ 
 
 3⽉  印刷製本 
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2-2 社会教育教材 
 
2-2-1 概 要 
 
 本教材の趣旨に掲げたブータン社会⼀般に効率的に敷延しうるものとするためには、その内
容や媒体が同国の実情に即したものである必要がある。そのため、本教材の作成では、同国社
会や教育に関する知⾒を有する協⼒専⾨家（向井、⾦出、津村）をメンバーとしたワーキング
グループを⽴ち上げ、進捗状況に応じた逐次の検討を⾏いながら進めることとし、基本的要件
として以下の事項を設定した。 
 
・伝統的⺠家建築の魅⼒が視覚的に伝わるものであること、 
・ブータン社会や歴史と伝統的⺠家のつながりが⾃然に伝わるものであること、 
・同国における教育システム及び新聞図書類の流通の観点から、⾃宅通学年齢のうち⾼学年の
学習教材として使⽤できるものにすること。 

 
 この要件に基づき本教材では、対象年齢を中学⽣程度（10 〜15 才）として社会科相当の科⽬
の副教材として使⽤しうるよう絵本の体裁とし、絵本のプロット及び原画の制作を、建築をテ
ーマとした絵本作品を多数⼿掛けている作家の⻘⼭邦彦⽒に依頼した。なお、絵本の基軸とな
る筋書の調整及びプロットの制作に、想定より多くの時間を要したことから、今年度⾏う原画
制作の範囲は着彩前の段階までとした。 
 
 
2-2-2 仕 様 
 
 書 名： 版築づくりの⺠家の絵本（仮題） 
 ⾔ 語： 英 語 
 編 者： 友⽥正彦、淺⽥なつみ 
 著者（物語）： 社会教育教材作成ワーキンググループ（向井純⼦、⾦出ミチル、津村泰

範、友⽥正彦、⻄ 和彦、⾦井 健、淺⽥なつみ、ヴァル エリフ ベルナ、 
ペマ  ワンチュク、イェシ サンドゥップ）、⻘⼭邦彦 

 著者（作画）： ⻘⼭邦彦 
 判 型： A4、36ページ（予定） 、フルカラー 
 英⽂校正： ⾦出ミチル 
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2-2-3 経 過 
 
9⽉  企画の承認（9⽉ 3 ⽇ 協⼒者会議） 
 
9 ⽉ 15⽇  第１回ワーキンググループ（オンライン） 

議 題：  コンセプト・内容の検討、ブータン社会の実情に即した媒体・販
路の検討 

 出席者： 向井、⾦出、津村、友⽥、淺⽥、⾦井、⻄、エリフ 
 
10⽉ 16 ⽇  第 2回ワーキンググループ（オンライン） 

 議 題：  絵本案の確認、ブータン側との打合せ⽅法の検討 
 出席者：  向井、⾦出、津村、友⽥、淺⽥、⾦井、⻄、エリフ、 
     ⻘⼭邦彦（絵本作家） 

 
10⽉ 27 ⽇  社会教育教材作成に係る準備会議（オンライン） 

        ＝ 第 3回ワーキンググループ  
   議 題： 社会教育教材の対象及び内容の確認 
   出席者： 向井、⾦出、友⽥、淺⽥、⾦井、⻄、エリフ 

⻘⼭、ペマ ワンチュク、イェシ サンドゥップ 
 
12 ⽉ 8 ⽇ 第 4回ワーキンググループ（オンライン） 

 議 題： 絵本案の内容の詳細検討 
   出席者： 向井、友⽥、淺⽥、⻘⼭、ペマ、イェシ 
 
12 ⽉ 23 ⽇  第 5 回ワーキンググループ(オンライン) 

 議 題：  絵本案の内容の詳細検討 
 出席者：  向井、友⽥、淺⽥、⻘⼭ 

 
1 ⽉ 19 ⽇  第 6 回ワーキンググループ(オンライン) 

 議 題：  絵本⽂章の素案作成 
 出席者： 淺⽥、ペマ  

 
2 ⽉ 17 ⽇ 第 7回ワーキンググループ（オンライン） 
   議 題：  絵本案の内容（下絵）の最終確認 
   出席者： 向井、友⽥、淺⽥、⾦井、⻘⼭ 
 
 〜3⽉ 原図（無着彩）の制作  
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2-3 作成資料 （3⽉ 1 ⽇現在 未定稿） 
 
・⺠家建築参考書（表紙、本⽂ 抜粋） 
 
・社会教育教材（プロット下絵）  
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民家建築参考書 表紙 裏表紙 

民家建築参考書 奥付 中扉 
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民家建築参考書 第 1 章 概要 

民家建築参考書 第 2 章 集落と民家 
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民家建築参考書 第 3 章 民家建築（各戸解説） 

民家建築参考書 第 3 章 民家建築（各戸解説） 
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民家建築参考書 第 4 章 文化遺産としての保護 

民家建築参考書 第 5 章 ワークショップの記録 
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One sunny day in autumn, Pema and her family are heading to her village where her grandma lives. They are driving 
through the main street of the city. 
ある晴れた秋の日、ペマと家族は、みんなでおばあさんの住む村へ出かけます。町の中央通りを走り抜け、 

They are passing through the forest, mountain pass, rivers, Lhakhangs and villages. Some people are repairing the roads, 
some are cycling, cows are strolling, some are selling farm products at roadside. Pema is buying maize and dried cheese.  
森を抜け、峠を超え、川を渡り、いくつかの寺や村を通り過ぎます。 

社会教育教材 プロット下絵 1 2 
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Pema sees the beautiful chorten and she knows that she has reached her village. She is excited! She asks to her 
father “What are the people in the fields doing?” “They are harvesting rice” father replies with a smile.“Which is 
grandma’s house?” She asks. “The one with the shingled roof“ Father replies pointing at the house.  
きれいな仏塔が見えてきて、ペマはおばあさんの村に到着したことがわかりました。ペマはわくわくして

きました。お父さんに尋ねました。「あの人たちは何をしているの？」「お米を収穫しているんだよ」お

父さんが微笑んで答えました。「おばあさんの家はどれ？」「あの板葺きの屋根の家だよ」お父さんが指

さしました。 

  

As soon as car stopped, Pema jumped out to hug her grandma. “Welcome, Pema”. Cousin, Yeshi is also running to her. 
車が止まるとすぐに、ペマはおばあさんの胸に飛び込みました。「よく来たね」とおばあさん。いとこのイ

ェシも彼女のところへ走ってきます。 

社会教育教材 プロット下絵 3 4 
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Pema hands over the gift they bought at the city to her grandma. Powdered milk, Dried noodle, Biscuit, Doma.  
Pema and Yeshi are asking her grandma “What are you cooking?” 
”You will see later. Bring some fire wood for me?” 
居間で、町で買ってきたおみやげをおじさんやおばさん、いとこたちに渡します。粉ミルクに乾麺、ビスケ

ット、ドマ、そして服やおもちゃも。 
ペマとイェシはおばあさんに尋ねます。「何を作ってるの？」「あとでわかるよ。薪をとってきてくれるか

い？」 

  

Pema and Yeshi run to attic floor and jump on the stacked hay. They also run down to the ground floor. It is dark and 
small. Pema asks “Why the room is so dark?” Yeshi answers ”This was used to keep cows earlier times.”  
ペマとイェシは屋上に駆け上がり、干し草の山に飛び込んで遊びます。ペマはイェシの後を追って、今度

は１階に駆け下りました。そこは暗く小さな部屋でした。ペマは尋ねました。「この部屋は何でこんなに

暗いの？」イェシは「前はここで牛を飼っていたんだよ」と答えました。 

社会教育教材 プロット下絵 5 6 
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Family invite monks from local Lhakhang and monks are preparing Torma for annual rimdo at altar room. Pema and Yeshi 
are watching on what’s happening. 
仏間では、村のお寺から招いたお坊さんが法要の準備をしています。お坊さんがトルマをつくるのを、ペマとイ

ェシはじっと眺めていました。 

Grandma calls everyone “Time for lunch.” Everyone come to living room and sit down in circle. Pema find her 
favorite. “Gondo datshi!” 
おばあさんの声がします。「お昼ご飯だよ。」みんな居間に集まり、輪になって座ります。ペマは大好物

を見つけました。「ゴンド ダチ！」 

社会教育教材 プロット下絵 7 8 
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Pema and Yeshi are going around to explore the village.  What are people doing in the village?  
ペマとイェシは、外に出て村を探険しています。村の人たちは、どんなことをしているのでしょうか？ 

They hear women are singing. And find Women are ramming and singing at the same time. Pema asks “What are you 
doing?” The master craftsman answers “We are building a traditional house. Many neighbors come to help us”. 
女の人たちの歌う声が聞こえてきました。ペマとイェシが近づいていくと、歌いながら土を突いている人たちが

います。「何をしているの？」ペマが尋ねました。「伝統的な家を建てているんだよ。近所の人がたくさん手伝

いに来てくれているんだ」棟梁さんが教えてくれました。 

社会教育教材 プロット下絵 9 10 
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How to make the 
wall tapering?  

How to check the 
soil condition?  

How to ram the 
earthen wall?  

How to make 
the wall strong?  

How to measure 
with your body?  

How to finish the 
building facade?  

What kind 
of tools are 
they using?  

  

Pema and Yeshi are entering the center of village. They see elder people gather near mani dungkhor discussing 
something. Pema and Yeshi join the Kids playing khuru. 
ペマとイェシは村の中心にやってきました。お年寄りがマニ車の近くに集まって話をしています。ペマとイ

ェシは、クルをしている子供たちに加わって、一緒に遊びました。 

（伝統的民家の構法の図説） 

社会教育教材 プロット下絵 11 12 
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社会教育教材 プロット下絵 11 12 

On the auspicious day, annual rimdo takes place. Tormas prepared by monks day before are kept in front of altar as 
offerings. Monks are performing rituals for the well being of the family. Pema bows down 3 times (prostration “chaseni”) 
and prays for all sentient beings.  
お坊さんたちが、家族の安泰を祈願して法要を行っています。お坊さんが前の日に準備したトルマが仏間に供え

られています。ペマは。仏壇の前で礼拝し、すべての生き物への祈りを捧げました。 

Today is the day they are going back to the city. Pema looks her grandmas house again and realises many changes taken 
place in neighboring houses. 
今日は、ペマたちが町に帰る日です。ペマは、おばあさんの家を再び眺めました。そして周りの家がどんなふ

うに変わってきたかということに気がつきました。 

社会教育教材 プロット下絵 13 14 
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Pema confesses to her father “I am sad to see abandoned and ruined houses” Father replies “Don’t worry child, People 
are restoring and rehabilitating old houses for new use”. She smiles at her father.  
ペマはお父さんに言いました。「誰も住まなくなって、崩れている家を見るのは悲しい。」お父さんは答え

ました。「大丈夫だよ、古い家もちゃんと直して住まい続けることができるんだよ」ペマはそれを聞いてに

っこり笑いました。 

社会教育教材 プロット下絵 15 扉絵 奥付絵 
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３ オンライン研修の実施 
 
 ブータンでは、現在検討中のあたらしい⽂化遺産法のもと、芸術的価値の⾼い宮殿・宗教建
築の重点的な保護から、地域的・歴史的な価値を有する⺠家建築を含む歴史的建造物の総体的
な保護への展開を図ろうとしている。本研修は、こうした同国の⽂化財保護⾏政の関⼼に応じ、
我が国で培われた伝統的⺠家の保存活⽤の理念、⽅法論、実例等を題材として、地域的・歴史
的環境の持続的な保護継承に対する基本的な理解を促すことを通じて、同国の⽂化財保護への
応⽤が可能な⾏政実務の基礎能⼒向上に貢献することを⽬的として実施した。 
 
 
3-1 実施⽅法 
 
 ACCU 奈良がブータン⽂化遺産保護⾏政担当者を対象に実施した国別テーマ研修「リビング
ヘリテージの管理活⽤」と連携し、同研修の修了⽣を対象として、同じ研修の構成（e ラーニン
グコンテンツによる個別学習とリアルタイムセッションによる総合討議）で実施した。e ラーニ
ングは ACCU 奈良の研修システムを共⽤し、e ラーニングコンテンツの制作（講義資料の⽇英
翻訳及びビデオ化、ナレーション）は外注した。 
 
 eラーニングサービス：  LSTEP（ACCU奈良の契約による） 
 動画配信サービス：   SmartSTREAM（ACCU奈良の契約による） 
 ⽇英翻訳（講義資料）：  サイマル・インターナショナル 
 ビデオコンテンツ変換・編集： ⼩路⾕写真株式会社 
 ナレーション校閲・ナレーター： ショーン イアン マッケイ 
 
 
3-2 受講⽣ 
 
 DCHS 職員 11 名 
 ⽒ 名    職 名    受講状況   
 1. ペマ    課⻑    修 了 
 2. カルマ テンジン    上席建築技師   修 了 
 3. ペマ     上席技師   修 了 
 4. デンドゥップ ツェワン  次席技師   修 了 
 5. テンジン ナムゲル  次席電気技師   修 了 
 6. クンツァン テンジン  技師    修 了 
 7. ウゲン ドルジ    技師    修 了 
 8. タシ ツェリン    建築技師   修 了 
 9. ペム チョキ   建築技師   修 了 
 10.  ペマ カンドゥ    電気技師   修 了 
 11.  ペマ ワンチュク   建築技師   修 了 
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3-3 研修内容 
 
題 ⽬： 国別⽂化遺産保護研修：ブータン ―リビングヘリテージの側⾯に着⽬した伝統

的⺠家の保存と活⽤― 
Thematic Training Course on Cultural Heritage Protection: Bhutan - 
Preservation and Utilization of Traditional Houses, focusing on the aspect of 
Living Heritage - 

⾔ 語： 英 語（リアルタイムセッションは⽇英逐次通訳） 
期 間： 令和３（2021）年 1⽉ 11 ⽇（⽉）〜22⽇（⾦） 
   eラーニング  総論 11 ⽇〜16 ⽇ 
      各論 13 ⽇〜20 ⽇ 
      事例 18 ⽇〜22⽇ 
   リアルタイムセッション  22⽇ 
 
eラーニング： 
  項 ⽬  内 容      講 師 
1.  総論 伝統的⺠家保存活⽤総論    津村泰範（⻑岡造形⼤学） 
2. 各論①  ⽇本における伝統的⺠家保存活⽤のトレンド 岡本公秀（⽂化庁） 
3. 各論②  伝統的⺠家の調査と保存活⽤計画   福嶋啓⼈（奈良⽂化財研究所） 
4. 事例①  岐⾩県⽩川村（⾏政・保存公開）  松本継太(⽩川村教育委員会) 
5. 事例② 徳島県三好市ほか（設計・⺠間活⽤）  喜多順三（建築家）  
 
リアルタイムセッション： 
全受講⽣と講師の参加による総合討論 
 
 各講義は 30〜40 分程度のビデオコンテンツとし、アンケート形式のチェックポイントレポー
トとセットにして、学習後のレポート提出を修了の要件とした。レポートに寄せられた各講義
に対する意⾒や質問を課題ごとに整理し、リアルタイムセッションの議題とした。 
 
 
3-4 修了証 
 
 全研修内容を修了した受講⽣に対して、⽂化庁⽂化財監査官と東京⽂化財研究所⻑の署名に
よる修了証を発⾏した。 
 
2 ⽉  決裁・署名 
 
3⽉   発 送 
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3-5 実施資料 
 
・講義概要 
 
・チェックポイントレポート（集計 抜粋） 
 
・リアルタイムセッション議題 
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講 義 総 論 

  

題 目 伝統的民家の活用・再生 

講 師 津村泰範（長岡造形大学） 

概 要 
e ラーニングコンテンツ 

（受講時間目安 30 分） 

 民家は庶民生活の発展とともに歴史的に形成されてきた貴重な文化遺産である。我が国では第二次世界大戦

後のライフスタイルの急激な変化によってその価値が認識されるようになり、1960 年前後から全国的に急激

に失われていく民家の野外博物館への移築保存が行われるようになった。失われていく民家を博物館に保存

し、往時の生活や空間の体験をできることは変化の激しい現代を生きる我々にとっては貴重なことである。し

かし、民家とは本来、生業と居住が一致していた時代の職場兼用住居であって、建築としては日々の生活の中

で「使い続ける」ほうがより自然であり、1970 年頃から建築家の提案として、用途変更とそのための改修を

伴う「民家の再生」が提唱されるようになった。 

 講師が勤務した降幡建築設計事務所の降幡廣信氏が取り組んだ「民家の再生」は、民家を残すことが、住む

ことを諦める文化財としての「保存」か、住むために取り壊す「新築」の二者択一だったそれまでの方法に、

使い続けるために積極的に手を加える第三の方法を提示した。本講義では講師が関わった「民家の再生」の具

体的事例を交えて、その考え方と手法の特徴を紹介する。今では「民家の再生」の考え方は市民権を得て「日

本民家再生協会」「全国古民家再生協会」など多くの関連団体も設立されている。 

 現代の日本では価値観が多様化し、民家に限らず「あるものをいかす」リノベーションが盛んになってきて

いるが、伝統的民家が時空を超えた魅力的な空間であり続けるには、本来の価値をきちんと見極めて、残すべ

きものを残し、替えるべきものを替える判断ができる経験と知識が重要になる。行政が担う文化財の制度を含

め、私たちの環境を豊かにする取組みが今後も続いていくことを期待したい。 

 
  

講 義 各論１ 

  

題 目 日本における伝統的民家の保存・活用のトレンド 

講 師 岡本公秀（文化庁） 

概 要 
e ラーニングコンテンツ 

（受講時間目安 30 分） 

 日本政府の文化政策推進の観点からみた伝統的民家について、1)伝統的民家の状況、2)伝統的民家と観光、

3)伝統的民家の保存・活用のトレンド、4)保存・活用のメリットと課題、の４項目に分けて講じる。 

 1)日本では少子高齢化が進み、2100 年には人口が 5000万人を切ると予測されている。生産年齢人口は 2015

〜40 年の間に４割強も減少するとされ、都市部に人口が集中しているため、これらの影響は地方において特

に顕著に現れる。空き家となっている住宅も増加の一途を辿り、20 年間で１.8倍になったことが 2013年の総

務省の調査データに示される。伝統的民家の大半を占める木造建築は、多少の腐朽や破損があっても文化財的

な修理方法を活用すれば蘇らせることができ、さらに耐震補強をすれば様々な用途に転用することもできる。

すなわち日本には社会資源として活用できる歴史的建造物のストックが大量に埋もれていると捉えることがで

きる。 

 2)空き家を活用する上で期待されているのが「２１世紀のグローバルフォース」ともいわれ、大きな成長が

見込まれる観光産業である。2016 年に政府が策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」では、歴史的建

造物を地方創生の基盤として捉えて「文化財」の観光利用を進め、その「理解促進」と「活用」に重点的に取

り組むことが謳われている。文化庁でも、あらたな産業として観光が地域に根付かせ、持続可能で自立した文

化財保護につなげていくことを目標とした「文化財活用・理解促進戦略プログラム２０２０」を策定し、歴史

的建造物の活用を促進する事業等に積極的に取り組んでいる。なお、文化財保護行政としては全てを観光に頼

るのではなく、あくまで一つの手段として観光を上手に利用する視点をもつことが大切である。 

 3)現在、全国各地で取り組まれている伝統的民家の活用のうち特徴的な事例を取り上げて紹介する。 

 4)これらの事例からわかるように、伝統的民家を活用するメリットは、各地域に根ざしたあらたな産業の育

成につながることであり、交流人口が増えることで、大都市集中を緩和する効果も期待できる。また、歴史的

建造物を社会的ストックとして活用することは持続的な社会の実現に貢献するものであり、国連が掲げる

SDGsの観点からも有益である。一方、文化財保護の観点からみれば、歴史的建造物の観光活用が活発になる

ほど文化財的価値が喪失する危険性が高まる。文化財を消費財としないためには、どこまでみせるのか、どの

一線を守って保存をするのか、といった事項を取り扱う保存活用計画に加えて、価値を減じない適正な利用者

数などを算出するキャリングキャパシティなどの様々な指標を検討し、明確な基準を設けた上での管理を行う

ことが重要である。 

  
講義概要 総論 各論１ 
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講 義 各論２ 

  

題 目 伝統的民家の調査と活用 

講 師 福嶋啓人（奈良文化財研究所） 

概 要 
e ラーニングコンテンツ 

（受講時間目安 25 分） 

 講師が勤務する奈良文化財研究所が行っている伝統的民家の調査を事例として、文化財としての伝統的民家

を、1)調査方法、2)保存活用計画、の 2 つの側面から講じる。 

 1)調査方法では、2018年に行った長野県塩尻市奈良井宿の旧中村家住宅の調査を取り上げる。建造物の調査

では、実測、調書作成、写真撮影、聞取りなどをおこなうことが基本であり、各事項の留意点について説明す

る。調査で作成した野帳や調書なども重要な資料であり、それ自体を保管していくことを念頭に置く必要があ

る。旧中村家住宅では 1975年にも奈良文化財研究所による調査が行われており、当時の調査資料を活用して

効率的な調査を行うことができた。伝統的民家の場合、そこで暮らす人たちの生活や生業の痕跡が多く残され

ており、人々が過去にどのような生活をしていたか、その後どのように変化して、現在ではどう生活している

かという、生活の変化の履歴を明らかにすることも調査の醍醐味である。 

 2)保存活用計画では宮崎日南市飫肥の旧伊東伝左衛門家住宅の調査を取り上げる。この建物は市指定文化財

で、民間の事業者に貸与して宿泊施設等に活用する計画があることから、事業者が活用方法の検討や設計・整

備を円滑に進めるための保存活用ガイドラインの作成を目的に、今年度調査を行ったものである。ガイドライ

ンの作成では、文化財に詳しくない事業者の利用を前提に、用語の定義等を含め、一般にわかりやすい構成と

することが求められる。伝統的民家は、敷地や建物の大きさや文化財としての価値の所在などが物件ごとに異

なり、それぞれの状況に則した計画を立てることが重要である。文化財保護の観点からは、保存する部分と活

用のために改変可能な部分の考え方や取扱いを明らかにすることで、価値の保存を確実にするとともに事業者

等による活用の計画を立てやすくすることが要点となる。今回は調査で把握した建築的特徴から、敷地と主屋

の 2 項目に分けて各細目を設定した。ここでは各項目の考え方や具体的な取扱いの要点について説明する。 

 歴史的建造物の調査はたくさんの人々が関わることで初めて成り立ち、誰が調査に参加したかも貴重な記録

である。余裕があれば、記念写真を。 

 

  
講 義 事例１ 

  

題 目 白川村における伝統的民家の保存活用と「結」の屋根葺き 

講 師 松本継太（白川村教育委員会） 

概 要 
e ラーニングコンテンツ 

（受講時間目安 25 分） 

 講師が勤務する白川村教育委員会の伝統的民家及び集落の保存活用の取組みを事例として、集落保存のため

の自治体の仕事と共同体の役割分担を講じる。 

 1995年に日本 6番目の世界文化遺産に登録された白川郷荻町合掌集落は、先祖から受け継いだ家を守りなが

ら今なお 600人の住民が日々の生活を営む「生きた遺産」である。20 世紀に化学繊維の発達により養蚕業が衰

退して合掌造り民家が減少し始め、1950 年代の電源開発に伴うダム建設で拍車がかかり、1970 年代には 1920

年代の半数以下に激減した。そうした中、白川村の人々は合掌造り民家を保護して「観光資源」に活かしてい

くことを決断するとともに、1971 年、多くの合掌造り民家が残されていた荻町集落を保護するため「白川郷荻

町集落の自然環境を守る会」を発足し、「売らない」「貸さない」「壊さない」を三原則とした住民憲章を制

定したのが集落保存の始まりである。 

 本講義では村民による民宿経営から始まった合掌造り民家の活用や村行政が進めてきた合掌造り民家の保存

の取組みについて具体的事例を紹介する。また、伝統的に合掌造り民家の維持に重要な役割を担っている伝統

的な村民互助活動である「結」の仕組みを紹介する。 

 インターネットの旺盛によって情報交換のみのコミュニケーションが主流になりつつある現代では、「結」

自体が江戸時代から続くコミュニケーションの知恵が集約された、かけがえのない伝統文化である。「結」の

ような活動を続けていくことは決して容易なことではないが、「結」によって形成される一種の連帯感が、

人々の日常生活をつなぎ円滑な関係性が築かれる。白川村の人々はそれを肌で感じているからこそ「結」を子

供たちの世代に残していこうと日々努力を続けているのである。 

 
 
  

講義概要 各論２ 事例１ 
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講 義 事例２ 

  

題 目 徳島県下の伝統的建造物群保存地区における伝統的民家の保存と活用 

講 師 喜多順三（建築家） 

概 要 
e ラーニングコンテンツ 

（受講時間目安 40 分） 

 講師が活動している徳島県下の伝統的建造物群保存地区（伝建地区）の伝統的民家を事例として、その保存

活用のための修理と改修の要点を講じる。伝統的民家を保存活用する上での基本は、1)外観の保存、2)構造体

の健全化、3)耐震等の安全性の確保、4)求められる用途に応じた快適性・機能性の確保、5)既存の空間的特徴

をいかすこと、の 5 点である。まず、この 5 点の各留意点について実例を交えつつ説明する。 

 これとは別に、現地調査時の留意点として、1)全体的な現状、2)構造材の劣化状況、3)改変の履歴や釘跡、

仕口跡などの痕跡、4)屋根・外壁等仕上げ材の再利用可能性、4 点をできるだけ正確に把握することが挙げら

れる。三好市東祖谷落合集落は徳島県西部の山岳地域にある山腹の急斜面に沿って広がる山村集落である。落

合集落では伝建地区の空き家を保存修理して宿泊施設に再生することで、地区内に観光客を誘致し、観光によ

る地域の活性化を図る空き家再生プロジェクトが取り組まれており、2011～2014年には８棟の伝統的民家が

宿泊施設にリノベーションされた。一方、徳島県南部に位置する牟岐町の南海上に浮かぶ出羽島は、鰹漁を中

心とした漁業の隆盛によって繁栄した島の漁村集落で、島北部の入江を利用した港の周りに集落が形成されて

いる。2017 年の重要伝統的建造物群保存地区の選定後、毎年 2〜3軒のペースで伝建地区内の伝統的民家の保

存修理事業が進められ、伝統的な集落景観が取り戻されつつある。 

 ここでは講師が落合集落で行った中尾家住宅空き家再生プロジェクトと出羽島で行った元木家住宅の保存活

用プロジェクトの２つの具体的な保存改修工事の事例を取り上げて、現地調査の留意点とあわせて各工事での

要点を紹介する。伝統的民家の保存修理や活用のための改修は、地元の人々や訪れてくる人々に積極的に使わ

れることで初めていかされる。保存修理や改修を手掛けた伝統的民家を通じて、人々の交流が絶えず続いてい

くことを願っている。 

 
  講 義   事 例 伝建 国指定 市指定 登録 所在地 

1 総論 

1 今井町旧市街 ○       奈良県橿原市 

2 日本民家集落博物館         大阪府豊中市 

3 飛騨民俗村・飛騨の里         岐阜県高山市 

4 日本民家園         神奈川県川崎市 

5 草間家住宅         長野県松本市 

6 旧松林家住宅 ○       長野県千曲市 

7 高橋節朗生家         長野県安曇野市 

8 巣山家住宅 ○     ○ 長野県塩尻市 

9 クロスケの家       ○ 埼玉県所沢市 

10 ゲストハウス白         石川県金沢市 

11 カフェ澁い         新潟県十日町市 

2 各論１ 

1 熊谷家住宅 ○ ○     島根県大田市 

2 丹波篠山城下町 ○       兵庫県丹波篠山市 

3 藤田家住宅       ○ 京都府京都市 

4 集落丸山         兵庫県丹波篠山市 

5 佐原商家町 ○       千葉県香取市 

6 旧苅田家住宅貸家 ○       岡山県津山市 

7 熊川宿場町 ○       福井県若狭町 

3 各論２ 
1 旧中村家住宅 ○ ○     長野県塩尻市 

2 旧伊東伝左衛門家住宅 ○   ○   宮崎県日南市 

4 事例１ 
1 白川郷荻町集落 ○       岐阜県白川村 

2 旧遠山家住宅   ○     岐阜県白川村 

5 事例２ 
1 東祖谷落合集落 ○       徳島県三好市 

2 牟岐町手羽島 ○       徳島県牟岐町 

  
講義概要 事例２ 講義に取り上げられた伝統的民家等一覧 
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日本と同様に、ブータンでも保護の対象を記念碑的建造物から一般農家（伝統的建造物）へと徐々にシフトさせ

ている。現在も農村部を中心に多くの伝統的建造物が存在しているが、都市部の伝統的建造物（農家）のストッ

クはここ 10 年で激減しており、また、急速な都市化の進行に伴い、残された伝統的建造物も大きな脅威にさら

されている。そのため、都市部のみならず農村部に残された伝統的建造物を保存、保護するための戦略を早急に

策定することが、遺産保護の専門家にとって最も重要な課題となっている。伝統的建造物が失われていく主な理

由の一つは、収入源の不足である。伝統的建造物の所有者の多くは、主に賃貸や商業目的のために近代的な鉄筋

コンクリート造建築に建て替えたいと考えていることが指摘されている。したがって、伝統的建造物を保護する

ための戦略の一つとして、所有者のために収入を得ることができるような新たな利活用を推進することが考えら

れる。いっぽうで、ほとんどすべての文化財保護事業は国からの資金提供で行われていて、リターンがないとい

う理由から、民間企業が文化財保護事業に投資したり、支援したりすることは行われていない。したがって、経

済的な利益を伴う伝統的建造物の新たな利活用方法を見いだせれば、民間投資家の資金を引き付けることができ

るし、文化財保護事業の資金源にもなるはずである。今回の講義は、ブータンの文化財保護専門家が、文化財建

造物のよりよい保護と管理のための実践的な戦略を練るのに役立つものであり、非常に有意義なものである。 

将来世代と持続可能な社会のために伝統的民家の現代的利用による保護を奨励したい。 

ブータンの伝統的民家の改修・活用に向けた現在の取組みの中で、知識を補うものとなった。多くの事例から、

関係者の間で計画を立て、検討を重ねることの重要性と、個々の状況に応じた明確な方向性と目指す姿を定める

ことの重要性を実感した。そのためには文化財保護に関わる人材を育成することも大切だが、さらなる補完のた

めには、関心のある民間の人材や企業に対する普及・育成の活動を念頭に置いておくべきだと考える。そのよう

な事業を行なっていくには、様々な課題やリスクが想定されるが、そのような課題にどのように対応しているの

か、また、これまでの多くの経験からどのような教訓を得ているのかも学びたい。 

この講義で得た知識は、ブータンの古い伝統的民家を保存するための手助けになる。また、人々が伝統的民家を

保存しようとする意識付けにもいかすことができるだろう。文化財としての価値を守りながらどのような改修が

されているかを知ることは、私たちの国の伝統的民家にも応用することが可能である。すなわち、どのような価

値を保存し、どの部分を現代的な観点から改変できるかを決める明確な助けとなるからである。 

ブータンの伝統的民家は、様々な建築材料で建てられている。例えば、国の東側には石積造の家があり、西側に

は版築造の家がある。近代化に伴う経済的な利益の追求によって、都市部や近郊の多くの伝統的民家、特に民間

所有の建物が取り壊され、コンクリート造の建物に建替えられている。加えて、全国的にも相当数の伝統的民家

が放置され、手入れをする人がいないため消滅の危機に瀕している。今回の講義で得た知識をもとに、日本で行

われているような方法をブータンの伝統的民家の保存に応用することができるだろう。調書を取って適切な改修

計画を作成し、伝統的民家の内部を現代的な設備を導入して改修し、伝統的な建物の大きさや形式は維持しつ

つ、カフェを併設したり、ホームステイに転用したりすることができれば、伝統的民家の所有者は経済的な利益

を得ることができる。また放棄されて劣化が進んでいるような伝統的な古民家については、博物館的な利活用、

公共的な施設としての利用を念頭に置いた改修を行うことも考えられる。 

まず何よりも、文化遺産を、将来世代を含む私たちの暮らしとともにあるものとして理解することができた。ブ

ータンでの古民家の改修を日本と同様の方法で行っていけるとよい。この講義で得た知識は今後、古民家保護の

業務を行っていくうえで大変役に立つ。 

伝統的民家の改修工事を行う際には、改修後の建物の活用方法を明確にしておくことが何よりも重要である。こ

の知識は、ここブータンでも応用できる。 

また、文化的価値に基づいた伝統的民家の改修では、文化的価値を損なうことなく、現代的な快適さを取り入れ

た変更を加えながら、重要な価値を保持している構造をそのままにしておくことが重要であり、これもブータン 

での応用が可能である。 

伝統の芸術上の意味やデザインの核心的な特徴を保持しながら、新たな利活用に対応するため伝統的建造物の改

修に関する知識として役に立つ。 

ブータンでは、特に農村部に膨大な数の伝統的民家が残っているため、伝統的民家の様々な活用方法を用いた改

修の実践的方法とそのデザインについての知識は、今後の業務において重要な指標になりうるものである。ブー

タンの伝統的民家は、今でも人々の土着的な文化を反映しているものであり、まだ遅くはないので、実践的な活

用を進めるおことで、ブータンの伝統的民家の保存活用に関する意識と重要性を人々と共有していきたい。その

ためには、伝統的民家を指定するための調査方法が、私たちの業務に民家を位置づける上で非常に重要になる。

また、本講義で学んだ伝統的民家の様々な活用方法は、実践例として今後の業務に応用でき、伝統的民家の再生

に向けた創造的なアイデアが得られることから、我が国の社会的・経済的利益に貢献しうるものと考える。 

日本とブータンの建築観には、その形式やデザインに共通する方向性がある。したがって、日本の保存技術はブ

ータンに応用できるものと考える。例えばブータンでは多くの伝統的民家が今も近代化が及んでいない従来の生

活環境の中にある。これらの民家に国がしっかり関与して保護、改修し、将来世代に継承していくことで、国民

は身を以てブータン建築のエッセンスを享受することができるのではないか。 

今後、民家の活用を提案していく中で、所有者にとって実効性のある経済的な利益と、文化財としての伝統的民

家の重要性とのバランスをとった、公共的な視点を含む機能的な提案していくことに役立つ。 

 
チェックポイントレポート 1 
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ブータンは南アジア諸国の中で地方から都市への移住率が最も高いと政府機関が指摘するなど、地方から都市

への人口移動は、ブータンが直面している開発上の重要な課題の一つである。2020 年には人口の 50％が都市部

に集中すると予想され、空き家や棄村、過疎化といった深刻な結果として既に現れている。地方の空き家の数

は年々増加しており、所有者に罰則を課すことで問題を解決しようとしているが、政府は地方から都市への人

の流れを止めることはできていない。2012年にはブータン東部の民家の 50％近くが空き家であることが報告さ

れており、2020 年現在はその数が更に劇的に増えているかもしれない。その影響は伝統的民家だけでなく農地

にも及んでいる。地方から都市への人口移動の上昇傾向は地方の労働力を減少させて、結果的に耕作放棄地や

休耕地を増やし、農村景観にも影響を与えることがわかっている。地方の祭事や伝統行事の断絶もまた、地方

から都市への人口移動の大きな影響として現れる。就労機会や生活水準における都市の優位性が、地方から都

市への人口移動の主な理由であり、日本と同様、地方の経済的な生産人口は時とともに激減しており、文化遺

産のあり方にも大きな影響を与えている。ブータンでも観光は地方のコミュニティを活性化させるための重要

なツールと認識されている。ブータン政府観光局の報告書（2014年）によると、ブータンを訪れた観光客の

86％が文化遺産を目的にあげており、文化遺産の観光利用は大きな可能性を秘めている。伝統的民家を観光に

再利用することは、地方の活性化につながる大きな機会にもなり、地方から都市への人口移動に伴う問題の解

決につなげられるかもしれない。地方に観光客が訪れるということは、そのためのサービスとインフラが必要

となることを意味しており、地方に人々の就労機会が創出され、結果として、若い世代が仕事を求めて都市に

出ていく必要がなくなるからである。そして、こうした施策を進めていくことで、空き家および棄村を減らす

ことにつなげることができる。 

ユニークベニューの考え方はブータンでの活用方法に応用できる。 

この講義によって、日本と同様に過疎化した集落や共同体を活性化するための視点を意識することができた。

それには、歴史的遺産の文化財的価値の保存と（観光資源としての）観光産業に対する効果とのバランスをと

ることが重要である。また伝統的民家の修復工事と（改修工事における）可逆性の考え方において、線引きを

明確にしておく必要がある。このほか、民間資金による取組みや総合的な事業計画の策定を、政府と地方自治

体が参加あるいは支援していかなければならないと理解する。 

この講義から学んだ重要な活用方法の一つに、例えば、子どもたちが伝統的な方法でご飯の炊き方を学んだ

り、ロウソクの灯りで読書をしたりするように、昔ながらの伝統的な生活様式を体験させることがあげられ

る。このような考え方を取り入れることで、子供たちが伝統的な生活様式について身をもって理解することが

できるようになるからである。 

伝統的民家の放棄や消滅における問題の所在は、日本では人口減少であるがブータンでは地方から都市への人

口移動である。この要因は主に、より良い就労機会と収入を求めてのことである。その結果として空き家が発

生し、伝統的民家も不適切な管理状態におかれ、消滅していっている。いっぽうで、ブータンでは観光産業が

主要な収入源であるので、この講義で得られた知識は、観光政策とともに伝統的民家の保存を進める方法に役

立てることができると考える。ブータンには、観光客のためにホテルやレストランに転用された伝統的民家が

多くあり、文化局では現在、活用方法の検討と改良を通じた伝統的民家の保存に取り組んでいる。伝統的民家

の改修計画を文化局に相談にくる所有者も多い。この講義で学んだことは、伝統的民家の許容能力を考慮し、

その文化財価値を維持しつつ、適切な改修計画を立てることの助けになるものと考える。文化局では、宮殿建

築の再利用を目的とした改修事業も行っている。この場合、ユニークベニューの考え方を用いて、イベント開

催の収入から運営費や維持管理費を賄う方法も考えられる。  

(1)伝統的民家の保存改修の取組みはブータンでは比較的新しく、観光開発とそれによる生計の維持を目的とし

た 伝統的民家の保存改修は、まだあまり実例がない。古民家を改修し、現在のニーズに合わせて活用すること

で、様々なイベントの場を設けたり、都市部の幼い子供たちに古い伝統を教えたりすることは、ブータンにも

適用していくことができると思われる。  

(2)古民家を改修する際には、本物の文化遺産であり得るために、最小限の介入で済むという原則が非常に重要

である。 

(3)古い伝統的民家を保存するための適切な政策を立案することで、特に地方の発展に寄与することができる。    

(4)住宅の新築や改修工事のあり方を見直すこと。   

ブータンと日本の状況を比較してみると、能力的にも資源的にも大きな違いがある。ブータンの伝統的民家は

ほとんどが今も居住に供されているが、日本で活用されている民家の多くは放棄されたものである。いっぽう

で観光化を促進する行政の施策は、ブータンでも既に実践されている。この講義で気がついた良い施策は、改

修し、活用されている民家が、幼い子供達が伝統的な習慣を体験できる場として積極的に利用されていること

である。国土開発が加速しているブータンでは、若い世代の意識を伝統的民家の保存に向かわせなければなら

ず、このような活用は広く実践されるべきである。したがってブータンでは、古民家の活用にも最先端のデジ

タル映像技術を取り入れていくのがよい。 

観光がその場所の地域発展にとっていかに重要であるかを知り、現在を超えて将来を見据えた計画を立てるこ

とができるかが重要である。日本では、将来起こりうる事態を調査・マッピングし、それを解決するための計

画を立てることに多大な労力が払われてきた。 

日本における伝統的民家の保存活用の４段階の動向を、ブータンにおける文化財と観光発展の持続的かつ自立

的な循環のための指針に適用していくことが考えられる。また、私たちの多様な文化財と人々の生活基盤、周

囲の自然との調和、最小限の介入などの考え方にたち、ユニークベニューとして伝統的民家を改修し、伝統的

集落の活性化についても検討する。その上で、文化財保護の観点から伝統的民家の保存と活用のための実効的

な計画をどのように立案していくことができるか。つまり、今回得られた知識をブータンの伝統的民家の保存

と活用に応用していくことは、文化財保護のみならず観光振興をも同時に考えていくことである。 
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経済的に発展途上にあるブータンも同様の状況に直面しており、人々がより良い機会を求めて都市に移住する

傾向が続くいっぽうで、集落は従来の生活の中に取り残されている。したがってブータンでも、より良い生活

の中で民家を維持管理していく方向性をとっていくには、日本と同様の考え方を採用することができるだろ

う。ブータンが世界からの来訪者の多くを魅了する国際的人気観光地であることを考えれば、文化財保護をよ

り良いものにしていくために、その安全性と持続可能性を今以上に保障するような方策が必要である。 

両国の歴史、文化、人口動態の違いを考えれば、講義で得られた知見を直接ブータンに適用することはできな

い。しかし、地方の人口や都市の民家数の統計等を研究し、今後の保存施策の方針を構想していくことはブー

タンにも応用することができる。民家の価値評価、保護の原則、活用/改修、改造・改変などに対応した適切な

文化財保護のガイドラインをつくることは非常に有益である。また、ブータン政府観光局のほか、地域の職人

や民間団体などの関係組織をまきこんで事を進めていくこともまた重要である。 
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伝統的建造物の調査・記録の重要性は、ブータンの保全分野に携わる専門家は常に主たる職責に認識している

が、この講義からは、使用されていない伝統的建造物の活用計画を考える上での伝統的建造物の調査に対して

のいくつかの示唆を得ることができた。これまでの私たちの調査の多くは、使用されている伝統的建造物を対

象としてきたため方法論が若干異なるが、最近は、使用されていない、あるいは放置された伝統的建造物の保

護にも目が向けられるようになっている。したがって、この講義は、伝統的建造物で新たな利活用していこう

とする場合に適切な調査を行うための一助となるものであった。 

ブータンにおける伝統的建造物の調査手法に応用できる。 

建築調査資料が将来のためにしっかり保存されていることが興味深い。これにより、将来の業務における調査

時間が節約できるだけでなく、過去の調査時の状況を把握することができるわけである。保存活用計画を立て

る予備的な情報として、建物の所有者の生活や生計を把握することが重要と理解した。 加えて、伝統的民家の

生活や利用状況といった無形的な側面を調査することで、建物が使われているという時間的な動向にも目を向

けることができる。最後に、調査作業終了後に集合写真を撮ることは確かに意味のあることだが、忘れてしま

いがちなので気をつけたい。 

資料整理の手順やガイドラインを準備するための方法は、私たちが保護行政実務を行っていくうえで、とても

参考になる。 

文化財、特に伝統的民家については、文化財としての保存や活用を行う前に調査を行うことが非常に重要であ

ると考える。文化局では、伝統的民家の現地調査の資料を可能な限り保管しているが、この講義を通じて、こ

のような調査を行うことの重要性と、調査資料を将来のために保管しておくことの重要性を明確にできた。私

たちは今のところ、伝統的建造物一般の保存活用についてのガイドラインをもってはいないが、主に国が所有

する文化財建造物を対象に、どのような保存活用計画を立て、どのような工事を行うのかを明示した詳細な事

業報告書を作成している。また、現在、国にとって特別に重要な文化財建造物のみを対象とした管理計画とガ

イドラインを作成しているが、その中には、建造物の保存活用に関するガイドラインも含まれる。伝統的建造

物一般についても、詳細なガイドラインも含め、保存活用に関する一般的なガイドラインを作成していくこと

が重要だと考える。最後に、今後は、現地調査や保存活用事業を行っているチームの集合写真を必ず撮るよう

にしたい。 

(1)伝統的民家の調査に同様の方法を適用できる。 

(2)改修工事の実施に先立ち、適切な計画策定を行うようにする。 

(3)将来的な利用が可能なように、調査資料を紙媒体とデジタルデータの両面で適切に保管するようにする。 

(4)改修工事の実施に対応したガイドラインを策定する。 

ブータンでも同様の手続きがあり、伝統的民家を含む文化財建造物を改修する前には、詳細な調査と調査資料

の整理分析が行われる。調査と資料の整理分析の後、詳細な保存計画書が作成され、建造物のどの部分を保存

し、どの部分を取り替えるかが詳細に説明される。保存活用計画を含む構造分析報告書も別に作成される。  

日本の方法論はブータンにおいても採用することができる。建築調査や設計は概ね同様の方法で行われている

ことから、（講義で得た知識を）ガイドラインの作成方法にも組み込むことができる。 

今回の講義で得た伝統的民家の建築調査や保存活用計画の方法論や管理指針に関する知識は、ブータンにおけ

る伝統的民家の保存と活用の指針になりえるものである。また、ブータンは小さな内陸国であるが、地方から

都市への人口移動問題に直面しつつあり、地方では伝統的民家の空き家が発生するリスクが高まっている。文

化財保護の観点からも、伝統的民家の保存と活用がうまくいかず荒廃が進むようになれば、一度失われた伝統

的民家の魅力は二度と取り戻すことができなくなる。したがって、個々の伝統的民家の特性、町並みや住民の

日常生活との関係、利用状況に応じた保存活用計画を管理ガイドラインに沿って実行していくことが、ブータ

ンにおける伝統的民家の保存と活用を進める鍵になると考えられる。 

文化財建造物の保存活用計画を立てる際には、個々の建造物の特性や機能によって、個別に異なる計画となる

ことに注意しなければならない。すなわち、私たちは、常に区域の設定のあり方を意識して、それぞれの区域

において何ができて、何ができないか、を考えていかなければならない。 

この講義は技術的な内容であることから、講義から学んだすべての知識を私たちの業務にいかすことができる

と考える。 
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近代化とグローバリゼーションに伴う伝統的民家の消失は、ブータンの遺産保護関係者にとって重大な課題であ

り続けている。伝統的民家の失われていく流れの中で、その地域的多様性が重要な要素として認識されている。

近代的な交通手段によって各地域の往来が容易になったことで、他の地域の事例を参考にして建物の様式や形態

を変える傾向が強くなっている。白川村で始められた計画や事業は、ブータンの遺産保護関係者がこうした問題

を解決するための参考となり、人々が多様性を維持するために努力する指標にもなるだろう。ブータンには特に

労働力の提供に関して共同体による協力の伝統がある。農業を含めて、ある村落共同体の中で互助活動が行われ

てきたが農村の人口動態の変化に伴い、この伝統は廃れつつあり、消滅の危機に瀕している。村落共同体（人

口）のほとんどが 65歳以上の高齢者と 15歳以下の若者で構成されるような状況がみられ、共同体は積極的に労

働力の提供を行うことができず、他地域からの労働者の雇用を頼るようになっている。そのような中では一定の

村落共同体の継続的な活動に助成金を提供するということも一つの考え方である。観光業は、ある村落共同体に

とっては伝統的建造物を保存し、伝統的習慣を継続する動機となりえるものである。またそれは、村落に雇用機

会と可能性をもたらし、経済的に活発な人口を地方に留めることにも役立つ。 

（伝統的民家の保存が）地域社会に受け入れいれられる権利擁護と啓蒙活動を戦略的に展開すること。 民家が

文化財であることを地域社会が認識できるようにすること。 

日本でも伝統的民家の保存において（ブータンと）同じような課題に直面していることを知ることができ興味深

い。地方行政と共同体の両面からの努力は模範的であり、私たちでも同様な取組みを実践することができるはず

である。しかし、私たちは地方では都市への移住によって伝統的民家の空き家が増え、都市では近代化の影響で

伝統的民家の（社会的）価値が低下しているという課題を目の当たりにしている。そこで、日本での取組みに学

び、地域の状況に応じた伝統的民家の保存方法を適用していくことに取り組みたい。 

伝統的な集落に住む人々に、共同体を主体とした取組みにより彼らの文化を保存するように働きかけることが考

えられる。また、私たちが行っている文化遺産保存のための管理計画の作成に、講義で学んだことを活用するこ

とができる。 

近代化と経済発展を正に指向することで、多くの古い伝統的民家が失われつつある中で、今回の講義で得られた

知識は、特に地域社会と行政が連携して伝統伝統的民家の保存活用に取り組んでいく動きに大いに役立つもので

ある。伝統的民家の保存には、管理計画、災害リスク計画、耐震対策などの政策を策定することが重要であり、

文化局でも実際に重要な遺産の保存に向けた取組みを行っている。また、伝統的民家の保存と活用を学ぶために

は、行政機関が地域住民や地域住民の参加を含めた方針を持つことも重要であると考える。 

この講義で学んだことは重要な価値を持つ伝統的な村落を保存するための総合的な管理計画にいかすことができ

る。また、その地域に住む人々の生活に影響を与える問題を軽減するために、行政機関の支援あり方が重要であ

ることに注意したい。 

白川村はリビングヘリテージであり、ブータンの状況と非常によく似ている。白川村の事例は、伝統的民家は放

棄される前に、その保存と活用に取り組むべきことが大切なことを教えている。また、政府の取組みよりも、地

域社会の取組みの方がはるかに重要なことを示している。このような共同体の取組みは、ブータンでも奨励する

ことができるだろう。 

ブータンで私たちが行う伝統的民家の再利用の計画に、講義で学んだ保存活用計画の方法論を用いることができ

る。また、共同体協働による保存管理は再利用された民家が正しく機能するための価値ある資産と考えられる。 

この講義で取り上げられた事例は、ブータンの状況と非常によく似ているので、伝統的民家の保存と活用の手段

として自治体や自治会が共同体との連携のもとに取り組んでいる保存活用計画の手法を、私たちの今後の仕事に

いかしてしていきたいと考えている。地域の文化的価値の保存に地域全体を巻き込んでいくためには自治体等行

政が重要な役割を果たすことから、文化財保護の実務者の立場からは、遠山家住宅で行われているイートインプ

ロジェクトのような活動のほか文化的価値の保存や振興のための補助金の支給などの地域支援の方法を考えてい

きたい。 

近代化によって多くの古建築が消滅の危機に瀕する（白川村の事例と）同じような状況に私たちも直面してい

る。これらをいかしていくために、私たちがこの講義から学んだ考え方を適用することで、将来世代に歴史文化

を正しく伝えていくことができるはずである。 

ブータンの伝統的民家の保存でも、地域社会の関与が重要であり、（地域社会が）民家の重要性を認識し、保存

管理ができることが最も重要である。（ブータンでは）地方で民家を建てる際に、結帳のような労働力の交換が

行われてきたが、今では他地域から有給労働者を雇うようになっており、徐々になくなってきている。また、建

築としてだけでなく、無形の価をも有する伝統的民家の大切さを伝えるために、昔ながらの伝統をいかした地域

参加型のイベントを開催することも検討してみたい。 
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評 価 満足 8/まあ満足 3/普通 0/不満 0/とても不満 0 

講
義
#
内
容
&
'
#
(
)
*
今
後
#
業
務
*
/
0
1
2
3
4
5
6
7
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伝統的建造物の新しい用途への適用は、既存ストックとして伝統的建造物を保存、保護するための手段であるこ

とが指摘されている。保存活用計画は、（文化財としての）建造物の重要性と利用者の利便性や快適性の両面を

考慮して作成される。このようなプロセスは、（ブータンにおいて）保存・保護の対象が記念碑的遺産から伝統

的建造物に移行し、新たなプラットフォームが求められる中で、今後の業務に非常に役立つとともに有益なもの

となると思われる。建設業の機械化に伴う大工技術の衰退は、ブータンでも直面している難題の一つである。私

たちが行う文化財保護の事業を通じて技術の向上を図るとともに、若い世代に技術を伝授し、奨励するための見

習い制度を実践してきた。日本の事例や参考資料は、こうした私たちの実践を後押しし、次のレベルに進んでい

くための新たな方策をみつけていくのに役立つと思われる。 

（講義で学んだ）古民家調査における４つの要点に従って、伝統的な手法を調査し、全体をまとめる仕事にいか

すこと。 

伝統的民家の修復や改修のための建築調査の要点は、私たちの自己鍛錬の努力をさらに充実させ、現場作業に反

映させられるものである。伝統的民家を後世に残すために行われている取組みを知ることができて嬉しく思う。 

講義の中で使われていた保存活用の原則と方法論は、私たちの仕事に応用することができる。保存と改修のプロ

セスは非常に実用的で、（業務への）適応性が高い。 

（ブータンでは）遺産保存課が唯一の伝統的民家の保存や保護を検討している組織であることから、この講義は

大変興味深く、今後の仕事に参考になるいくつもの情報があった。まず、伝統的民家をオリジナルの形式や状態

に戻すという考え方。これは、個人的にはとても重要に感じており、特に痕跡の見方については、今回の講義で

学んだ技術や調査方法が実際に役立つのではないかと思われる。また、私たちは耐震技術的な観点からの伝統的

民家の構造的な改変にも取り組んでいるが、日本と同様に多くの木材を使用していることから、講義で学んだ改

変のやり方を取り入れていくこともできるだろう。オリジナルの間取りや空間構成を尊重しつつ内部空間を実際

に操作するやり方は、特に 2件の事例のようなかたちで、私たちの伝統的民家にもいかすことができる。外観に

影響を与えずに、戦略的にセンスよく現代的な設備を設置することも、事例のようなかたちで、私たちの伝統的

民家にも実際に適用することができるだろう。 

今回得られた知識は、ブータンの伝統的民家の改修における似たような事例での仕事に大変役に立つ。特に、 

a.遺構から元の姿を明らかにする調査方法、 

b.民家の安全性を確保する方法、 

c.既存構造に適した耐震対策、 

d.所有者の生活を維持するための現代的な衛生設備の導入。 

この講義からは、文化財保護の実務者、これから文化財保護分野の参入する専門家にとって非常に有益な情報を

得ることができた。遺産保存課では全員が文化財保護の分野に関わっており、講義の中で指摘された要点は、私

たちが文化財保護や修復の事業に取り組む際の参考、ガイドラインとなりえるものである。 

建築調査から保存活用計画に至るまで、講義で示された改修のプロセスとその中で考えなければならない要点

は、遺産保存課で担当する改修工事にとっても非常に重要なものである。 

ブータンでは、地方から都市への人口移動が大きな問題となっており、その結果、地方の伝統的民家の空き家が

増加している。私たちはゾンや寺院以外の伝統的民家の保存にも力を入れており、（講義で学んだ）伝統的民家

の保存方法や修復改修のための建築調査の方法は、これからのブータンの伝統的民家の保存と活用に大変役に立

つだろう。事例の修復改修工事で実践された目論見は、景観や素材に共通性がある私たちの伝統的民家や集落の

保存活用の手本にできるものである。 

両国は同質の自然環境を共有しており、（文化財建造物の）調査や記録の方法に大きな違いはない。自然災害は

予測できないため、私たちも同様に、保存実務の中で地震のような自然災害に対する安全性を確保していかなけ

ればならない。またブータンにおいても、国の片隅で見落とされている建物にも目を向けて、保存と活用ができ

るようにしていきたい。 

調査や記録の際に行う痕跡の検出・分析方法を私たちの業務に応用したい。 

  
チェックポイントレポート 5 
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議 題 講 義 質問／意見 
文化財の保護行政     

  観光資源とし

ての活用 

観光化におけ

る問題点 

各論 1 

講義では、日本人が地方の活性化や空き家となった伝統的民家を再

利用するために、古民家を改修し、ホテルや高級宿泊施設に活用し

てきたことを学んだ。しかし、講義では語られていないのは、そも

そもなぜ地方の多くが過疎化したのか、ホテルという雇用の手段以

外に、地方に人を呼び戻すことはできなかったのだろうか、という

ことである。都市化が世界共通の問題であることは理解するが、日

本における地域振興の道筋（シナリオ）はどのように描かれている

のだろうか。講義の内容がすべてだろうか、それともほかに何かあ

るのだろうか。    

各論 1 

講義の中で触れられていたように、観光政策として伝統的民家を観

光資源に活用することは、実際に多くのメリットがあると思われ

る。いっぽうで最後に、伝統的民家の観光活用の課題も指摘され

た。世界の多くの文化遺産では、観光の影響により特にゴミ処理等

の課題を抱えている。私の疑問は、観光の影響評価は事前に行われ

ているのだろうか、もしあるのであれば、それはどのようにして改

修計画に反映されるのだろうか、ということである。 
   

総論 

伝統的民家の改修・活用に関心のある民間の人材や企業に対する普

及・育成の活動を念頭に置いておくべきだと考える。そのような事

業を行なっていくには、様々な課題やリスクが想定されるが、その

ような課題にどのように対応しているのか、またこれまでの多くの

経験からどのような教訓を得ているのかも学びたい。   
観光以外の活

用方法 
各論 1 

伝統的民家の保存改修に貢献する原動力は観光以外に何かありうる

か？   
事例 1 

民家の保存活用のための資金源となるものは、観光業の他に何かあ

るだろうか？    
各論 1 

経済的な圧力に対抗できる都市部での伝統的民家の活用方法を知り

たい。    

事例 1 

講義では、冒頭に近代化と開発活動によって伝統的民家（合掌造り

民家）が壊されてきたことに触れられている。しかし、私たちは同

時にこうした開発活動が地域の利益のために行われ、それが重要で

あることも知っている。私の疑問は、こうした地域の近代化の助け

となる開発活動と、伝統的民家を保存していこうとする活動を、行

政組織が同時にどのように取り扱っていくのがよいのか、という点

である。    
事例 1 

白川村で起こった工業化による弊害に気が付いたときに、何か政府

は手を打ったのだろうか？   
伝統的建造物

群保存地区の

仕組み 

総論 歴史地区の保護が進む中で何か独自の特徴はでてきているか。 
  

事例 1 

このような地域社会の取組みに対して、政府はどのようなインセン

ティブや支援、その他の政策を提供しているか？ 

   

事例 2 
伝統的建造物群保存地区において、政府は、地区内に存在する伝統

的民家の変更を制限したり、新築を制限するための標準的な方針や

ガイドラインを用意したりしているか?    
事例１ 宅地化が進む中で、限られた農地を守るための法律とは何か？ 

 
保存活用の資

金 

公金による支

援、民間資金

の導入 

総論 

改修工事の費用はどのようになっているのか。行政からの補助等は

あるのか、あるいは全て所有者の持出しなのか。 

   
事例１ 

伝統的民家の保存と活用に対してどのような種類の補助金が用意さ

れているのか？    
各論 1 民間資金を獲得する仕組みについてもう少し詳しく知りたい。 

   
各論 1 

伝統的民家の保存において、民間資金の導入はどのように機能して

いるのか？  
災害危機の管

理 

耐震対策 
総論 

日本は地震国だが耐震対策は日本の文化財保護でどのように取り扱

われているか。 
   

各論 1 
特定の伝統的民家に対して耐震対策の技術的基本要件が免除される

ことはあるか？   
広域防災 

事例 1 
村落の災害危機管理に関する詳しい内容と共同体がどのように村落

の防災に参加、貢献することができるかを知りたい。    
事例１ 白川村では主にどのようなリスクが軽減の対象とされているのか？ 

  リアルタイムセッション 議題 1 



 41 

保存活用の理念   
 

  屋外展示物と

しての保存 

博物館的手

法の問題点 
総論 

野外博物館の手法が、考え方として、伝統的建造物の保護全般に実際に貢

献できているのか、よくわからない。 

 

  

総論 

異なる地域の伝統的民家を一つの地域に持ち込んで野外博物館とした事例

は、伝統的民家の保存という意味では良いアイデアだと思う。しかし、地

域ごとに形式が異なる民家を他の地域に移すことで、元の地域で培われた

形式の特徴の意味が失われてしまうことが懸念される。こうした伝統的民

家は、なぜ本来の地域で改修して残すことができなかったのだろうか。  
  公有化のルール 総論 個人有の民家は築何年で公有化されるのか。 

 
保存活用に

おける住宅

の機能 

居住空間（機

能面）の価値

評価 
総論 

オフィスや店舗、宿泊施設に改修、転用された古民家の事例では、建物の

外観は保存されているいっぽう、建物本来の機能は完全に失われている。

この場合、伝統的民家の保存とは何を意味しているのだろうか、外観の意

匠のみならず、民家という機能も守れてこそ保存なのではないだろうか。    

各論 1 

(1)ブータンの場合、伝統的民家のほとんど／ほぼすべてが生活空間であ

り、現在も住居として利用されている。このような場合、どのような活用

の施策が考えられるだろうか？また、この場合の施策は、講義で取り扱わ

れた施策とどのような違いがあるだろうか？ 

(2)伝統的民家の活用を促進するための施策が政府から示された際、人々

や民家所有者には、まず、どのような反応がみられるのか？    
総論 

建造物の改修の事例は概ねギャラリー、展示施設、資料館に関するもので

あったが他の方法で伝統的建造物が活用できる事例を知りたい。  
所有者等の

保存活用に

対する意識 

世間一般の

文化財に対

する理解 

各論 2 
日本では所有者による伝統的民家の活用はどれくらい頻繁に行われている

のか。  

各論 1 
（民家の積極的な活用を推進していく中で）合意形成や契約関係、所有権

の取扱いがどのような仕組みになっているかを知りたい。   
民間所有の

問題 
総論 公有化した場合と比較して民間所有の文化財が直面する課題は何か？ 

    

 
調査と計画の方法     

  調査と計画の

意義 

計画策定

の実際 各論 2 

伝統的建造物の調査・計画に関係する言葉として、保存、活用、修繕、修

景の用法を取り上げているが、他では用語の定義が異なる場合があるとの

説明であった。こういった専門用語が、実際にはどのくらいの範囲で意味

が変わりうるのか教えてほしい。    

各論 2 
（具体的な活用の方法が決まってない場合でも）一般的な活用のガイドラ

インをつくることも有効であるとの説明だったが、一般的なガイドライン

の考え方や意義についてもう少し詳しく知りたい。   
文化財ア

ーカイブ

の実際 

各論 2 

(1)調査資料は実際どのように保管しているのか？ 

(2)調査資料を保護するための法律はあるか？ 

(3)調査資料は一般に公開しているか？ 
 

保存部分の設

定とゾーニング

の根拠 

保存する

部分の 

決め方 

各論 1 

伝統的民家の修復において、建築基準法がどのように適用され、あるいは

免除されるかは理解できたが、どのように文化財として復旧する部分と手

をつけないで現状維持する部分が決められるのかがわからなかった。 
  

区域区分

のあり方 各論 2 

（伊東伝左衛門家の）ゾーニング案（敷地）について、活用区域の制限と

準保存区域の制限が似通っていて、準保存区域の位置づけがよくわからな

い。例えば、壁沿いを準保存区域、奥の活用区域にゾーニングしたほうが

よいのではないか。    
各論 1 

伝統的民家の保存と活用において保存のために重要視すべきことはなに

か？外観・ファサードだろうか、それとも内部の空間構成だろうか？   
異質なも

のを組込

む方法 
各論 2 

講義の中では、什器は目立たないように配置しなければならないと強調さ

れていたが、そのような観点にたてば、例えば色や形などが調和したもの

を選べば、新しい什器を取り入れること自体には問題がないという理解で

よいか。  
調査計画方法

の参考情報 

参考文献 総論 伝統的民家を改修後、次に修繕や改修をするまでの時間はどれくらいか？ 
 

各論 2 参考にできる伝統的民家のガイドラインがあるとありがたい。 
  

白川村 事例 1 白川村で養蚕業は今も行われているか？  
  

 

  
事例 1 

茅葺き屋根の寿命はどれくらいだろうか？村の行政が支援しているという

結文化の維持には、実際にはどのような種類の補助金があてられているの

か、また、それは固定なのか、それとも建物の規模によるのか？   
  

事例 1 
不明な点はないが、白川村と周辺の伝的民家の再生に向けた新たな提案を

もっと聞きたいと思った。養蚕の実践的な取組みは、今はほとんど停滞し

ているということだろうか？ 

リアルタイムセッション 議題 2 
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保存活用の実践と技術     

  保存改修の方

法の根拠 

部材の取

扱いの 

ルール 

総論 
伝統的民家の部分を変更、交換、撤去する正当性はどのように担保され

るのか？  

事例 2 

(1)保存活用策において、建物の外観を保存することが重要な点であるこ

とが述べられたが、二つの事例とも建物の外面にガラスの使用が確認で

きる。ガラスを使用していることは、伝統的建造物の外観を保存すると

いう観点において、いかに正当化されるのか（ガラスは伝統的な材料、

オリジナルの材料ではないと判断する）？ 

(2)落合の中尾家住宅では、トイレと浴室を兼ねた一画を新設しており、

この新しい区画には、主に新旧の区別を明確にするために、他と異なる

（近代的な）屋根材を使用したことが説明された。しかし文化財の真正

性の観点から、他と異なる材料、近代的な材料を使用する必要が本当に

あるのだろうか？何か他の方法で区別を示すことはできないのだろう

か？伝統的建造物に新しい区画や構造体を追加する際には既存の部分を

尊重し、調和させるために同じ材料を使用すべきだと思う。 

   

事例 1 

伝統的民家の保存に関する要点として、空調などの機械設備の設置が空

間構成に影響を与えないようにしなければならないことが述べられた

が、機械設備が空間構成に対してどのような影響を与えうるのかが、よ

く理解できなかった。 

落合集落の中尾家住宅の改修では、元々は正面の木製建具をガラス建具

に取り替えたたことで外観が大きく変わってしまったようにみえる。こ

のような正立面の大きな変化は、（保存の考え方として）どのように正

当化されるのか？    

事例 2 
金属板屋根の色を統一した落合集落の事業には行政からの経費の補助が

でているのか？なぜ、伝統的な屋根の様式である茅葺に統一しないの

か？    

事例 2 
新材と旧材が明確に区別できるようにするとの説明で多くの場合そうで

あったが、ある部分では調和するような処理がされている例もあった。

その違いは何か？   
世間一般

への周知 
総論 

保存と改修に求められる技術や、保存や改修による変更が求められる背

景をもっと強調して世間の理解を得る必要があるのではないか。 
 

工事に必要な 
技術 

伝統大工

の問題 

総合的視

点からの

工事の必

要性 

事例 2 

(1)講義では、現代的な機械とその技術の普及によって、昔ながら技術が

必要な修復工事において、熟練した大工を確保することが非常に難しい

ことが述べられた。そのような熟練した大工を実際に残して、将来世代

へ継承していくために、どのような方針や方法が取られているのか。 

(2)中尾家と元木家の伝統的民家のすぐ近くに、電柱と配電盤が立ってい

る状況が確認できた。このような電柱の類は全体的にみれば伝統的民家

を踏む美観を損ねていると考える。このような現状に対しては、どのよ

うな配慮がなされているのだろうか、改修計画や保存活用計画は電気関

係の部局も関与して作成されているのだろうか？    

事例 2 
講義では、若い大工に伝統的な技術を継承する難しさについて述べられ

ていた。こうした伝統的なものを維持していくために、政府や専門家は

どのような対策に、どのように取り組んでいるのか？   
耐震構造

技術 事例 2 
伝統的建造物の外観に完全に調和するような耐震構造の技術／方法が、

講義で述べられたもの以外に、何かほかにもあるか？ 
   

事例 1 伝統的民家の改修ではどのような耐震補強が行われるものなのか？ 
 

保存改修技術

の参考情報 

参考とな

る文献資

料 

総論 伝統的民家の改修の際に参考にする標準的な資料はあるか？ 
 

総論 
修復と改修の技術と方法論について、確固たるもの（ガイドライン、資

料集成など）はあるか？   
個別の質

問事項 総論 
伝統的民家を保存するための改修や設備の改善を行った多くの事例を知

ることができたが、それが具体的にどのように行われているのか、技術

的な詳細を知りたい。    

各論 2 

電気技師という職業柄、伝統的建造物の照明や防火システムを担当して

きたので、電気や照明、防火設備などを、実際に伝統的建造物に調和さ

せながら、センスよく施工していくことにとても興味があり、また重要

なことだと思っている。日本には照明の専門家がたくさんおり、伝統的

建造物と調和したセンスの良い照明や電気工事の事例がたくさんあると

想像する。個人的な興味からの提案ではなるが、そのような事例ももっ

と取り上げてもらえれば、私たちの仕事の助けにもなると考える。 
   

事例 2 日本の伝統的民家の活用に取り組む専門家として今感じている最大の課

題は何か？ 

リアルタイムセッション 議題 3 
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修了証 見本 

リアルタイムセッション 集合写真 
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It gives me immense pleasure to inform everyone that the joint venture undertaken by 
the Department of Culture under the Ministry of Home and Cultural Affairs, Royal 
Government of Bhutan and Tokyo National Research Institute for Cultural Properties, 
Government of Japan has been successful, resulting in a comprehensive study on the 
traditional rammed earth structures in Bhutan.  

Our collaboration started after September 2009 and September 2011 
earthquakes, and since early 2012 the Department of Culture with support and 
guidance from the Japanese experts started an extensive survey and study of traditional 
structures in Bhutan.  The study was broadly divided into architectural and structural 
studies. This publication on “Vernacular Houses in Bhutan Western Central Area, 
Thimphu, Punakha, Paro, Haa”, an architectural study on the chronology and typology 
of rammed earth structure was carried with close collaboration with Tokyo National 
Research Institute for Cultural Properties. 

The Cultural Heritage Bill, 2016 of Bhutan recognises Bhutan as a whole as 
unique cultural landscape. The tangible and intangible cultural heritage should be 
protected and safeguarded with the understanding of its association with natural 
settings and lives of the people of Bhutan in such a manner as to respect the cultural 
landscape. The traditional houses form the tangible and important fabric of the cultural 
landscape of the country. Owing to this significance, the publication not only provides 
insight about traditional houses in Bhutan but also advocate the importance of 
preserving traditional houses. The publication covers the survey methodology, 
chronology and typology, and the current situation of Bhutan in conservation of 
traditional rammed earth houses. It also includes examples of houses for practical 
preservation principles and prospects. 

Tokyo National Research Institute for Cultural Properties has been the main 
advisor and consultative collaborator in Bhutan’s effort in the field of conservation of 
traditional houses since 2012. On behalf of Royal Government of Bhutan, Ministry of 
Home and Cultural Affairs and Department of Culture, I would like to extend our 
deepest appreciation to Japanese experts for the continued support and assistance. For 
the next venture, the Department will collaborate with Tokyo National Research 
Institute for Cultural Properties to study the traditional structures in central and eastern 
region of the country, primarily focused on the stone masonry traditional structures. 
 
 
 

Nagtsho Dorji 
Director, Department of Culture 
Ministry of Home and Cultural Affairs 

 

ブータン内務文化省文化局長所感（民家建築参考書巻頭言） 
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令和 2 年度 
⽂化庁委託⽂化遺産国際協⼒拠点交流事業 
ブータン王国の歴史的建造物保存活⽤に関する拠点交流事業 
 
令和 3 年 3 ⽉発⾏ 
 
東京⽂化財研究所⽂化遺産国際協⼒センター 


